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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】令和2年5月28日(2020.5.28)

【公表番号】特表2018-525225(P2018-525225A)
【公表日】平成30年9月6日(2018.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-034
【出願番号】特願2018-528380(P2018-528380)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  17/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  17/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/16     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/18     (2006.01)
   Ｄ０４Ｈ   1/4382   (2012.01)
   Ｄ０４Ｈ   1/4374   (2012.01)
   Ｄ０４Ｈ   1/425    (2012.01)
   Ｄ０４Ｈ   1/593    (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ   17/02     ５０３　
   Ｂ０１Ｄ   17/04     ５０１Ｄ
   Ｂ０１Ｄ   39/16     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ   39/16     　　　Ｅ
   Ｂ０１Ｄ   39/18     　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/4382   　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/4374   　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/425    　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/593    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月20日(2020.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ナノファイバーを含む第１層と、
　（Ｂ）繊維ウェブを含む第２層であって、前記繊維ウェブはセルロース系繊維及び少な
くとも１つのバインダー樹脂を含む、第２層と、
を含む燃料水分離媒体を含む、水－炭化水素エマルションから水を除去するための燃料水
分離器であって、
　前記ナノファイバーは、約５０～３５０ｎｍ、例えば約１００～３００ｎｍの平均繊維
直径を有し、
　前記燃料水分離媒体は、約１００～３００ｇ／ｍ２、例えば約１５０～３００ｇ／ｍ２

の坪量を有し、
　前記燃料水分離媒体は、好ましくは約１０％未満、より好ましくは約５％未満である、
ＳＡＥＪ１４８８に従って測定された水除去効率の正味変化を有することを特徴とし、
　前記水除去効率の正味変化は、以下：
　水除去効率の正味変化＝１６５分後の水除去効率－１５分後の水除去効率
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で定義される、燃料水分離器。
【請求項２】
　前記フィルター媒体は、約２～１０ミクロンの平均流れ孔径を特徴とする、請求項１に
記載の燃料水分離器。
【請求項３】
　前記第２層の前記繊維ウェブは、湿式繊維ウェブである、請求項１又は２に記載の燃料
水分離器。
【請求項４】
　前記ナノファイバーは、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）；ポリアクリロニトリル；ナ
イロンなどのポリアミド（ＰＡ）；及びポリフッ化ビニル（ＰＶＤＦ）などのフルオロポ
リマー；及び／又はそれらの混合物から選択される合成ナノファイバーである、請求項１
から３の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項５】
　前記ナノファイバーは、ポリアミドナノファイバー又はフルオロポリマーナノファイバ
ーである、請求項４に記載の燃料水分離器。
【請求項６】
　前記第２層は、約６０～２５０ｇ／ｍ２の坪量を有する、請求項１から５の何れか１項
に記載の燃料水分離器。
【請求項７】
　前記第２層は、約２～１５ｇのガーレー剛性を有する、請求項１から６の何れか１項に
記載の燃料水分離器。
【請求項８】
　前記第２層は、実質的にガラス繊維を含まない、請求項１から７の何れか１項に記載の
燃料水分離器。
【請求項９】
　前記第２層は、実質的に合成繊維を含まない、請求項１から８の何れか１項に記載の燃
料水分離器。
【請求項１０】
　前記第２層は、前記第２層の総重量に基づいて、少なくとも約５０重量％、例えば少な
くとも約６０重量％、又は少なくとも約８０重量％の量でセルロース系繊維を含む、請求
項１から９の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項１１】
　前記ナノファイバーの総重量に基づいて、好ましくは約１～約５重量％の量で使用され
る接着剤と、好ましくは約９５～約９９重量％の量で使用されるポリエーテルスルホンと
から好ましくは調製される前記第１層の前記ナノファイバーが、直接前記第２層上にエレ
クトロスピニングされる、請求項１から１０の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項１２】
　前記第１層は、本質的にナノファイバーからなる、請求項１から１１の何れか１項に記
載の燃料水分離器。
【請求項１３】
　前記第２層は、前記第１層の下流側にある、請求項１から１２の何れか１項に記載の燃
料水分離器。
【請求項１４】
　前記媒体は、前記第１層の上流側に第３層を含み、前記第３層は保護微細繊維層である
、請求項１から１３の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項１５】
　前記保護微細繊維層は、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン
、ポリブチレンテレフタレート、及び／又はポリアミドから選択される合成繊維などの合
成繊維を含むか、又はからなる、請求項１４に記載の燃料水分離器。
【請求項１６】
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　前記第３層は、約１０～約２００ｇ／ｍ２、例えば約１５～約１００ｇ／ｍ２の坪量を
有する、請求項１４又は１５に記載の燃料水分離器。
【請求項１７】
　前記第２層は前記第１層の下流側にあり、前記第３層は前記第１層の上流側にある、請
求項１４から１６の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項１８】
　前記媒体は、前記第１層と前記第２層との間に接着剤層を含む、請求項１から１７の何
れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項１９】
　前記媒体は、前記第１層と前記第３層との間に接着剤層を含む、請求項１４から１８の
何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項２０】
　前記接着剤層は、ポリウレタン；アクリレート；ＰＶＡ；ポリオレフィンエチレンコポ
リマー；及び／又はゴム系接着剤から選択される接着剤を含む、請求項１８又は１９に記
載の燃料水分離器。
【請求項２１】
　前記フィルター媒体は、ＴＡＰＰＩ標準Ｔ４１０оｍ－０２に従って試験した場合に、
約１５０～３００ｇ／ｍ２の坪量を特徴とする、請求項１から２０の何れか１項に記載の
燃料水分離器。
【請求項２２】
　前記フィルター媒体は、ＴＡＰＰＩ標準Ｔ２５１ｃｍ－８５に従って試験した場合に、
約１５～１０２ｌ／ｍ２　秒（３～２０ｃｆｍ）の通気度を特徴とする、請求項１から２
１の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項２３】
　前記フィルター媒体は、ＴＡＰＰＩ標準Ｔ２５１ｃｍ－８５に従って試験した場合に、
１５～１０２ｌ／ｍ２　秒（３～２０ｃｆｍ）の漏れ補正フラジールを特徴とする、請求
項１から２２の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項２４】
　前記フィルター媒体はプリーツ加工されている、請求項１から２３の何れか１項に記載
の燃料水分離器。
【請求項２５】
　前記フィルター媒体は波形である、請求項１から２３の何れか１項に記載の燃料水分離
器。
【請求項２６】
　前記フィルター媒体は、前記フィルター媒体とともにプリーツ加工されたワイヤメッシ
ュ支持層を含む、請求項１から２３の何れか１項に記載の燃料水分離器。
【請求項２７】
　請求項１から２６の何れか１項に記載の燃料水分離器の前記燃料水分離媒体を調製する
ための方法であって、以下のステップ：
　・第１の均一なスラリーを提供するステップ；
　・前記第１スラリーを脱水スクリーン上に供給して第１堆積物を形成するステップ；
　・前記堆積物から水を除去して湿潤繊維ウェブを形成するステップ；
　・加熱しながら前記湿潤繊維ウェブを乾燥して、前記第２層を形成するステップ；
　・こうして得られた前記第２層に少なくとも１つのバインダー樹脂を浸潤させるステッ
プ；
　・任意に、こうして得られた前記第２層の上に第１接着剤層をコーティングするステッ
プ；
　・前記第２層上又は前記第２層上にコーティングされた前記第１接着剤層上に前記第１
層を塗布するステップであって、好ましくはエレクトロスピニングを用いて行われる、塗
布するステップ；
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　・任意に、（ｉ）前記第１層上、又は（ｉｉ）前記第２層上に第２接着剤層をコーティ
ングするステップ；及び
　・任意に、（ｉｉｉ）前記第１層上、（ｉｖ）存在する場合には前記第１層上にコーテ
ィングされた前記第２接着剤層上、（ｖ）前記第２層上、又は（ｖｉ）存在する場合には
前記第２層上にコーティングされた前記第２接着剤層上に第３層を塗布するステップ；
を含み、
　前記第１スラリーは、水及びセルロース系繊維を含む、方法。
【請求項２８】
　水－炭化水素エマルションから水を分離するための、請求項１から２６の何れか１項に
記載の燃料水分離器の使用。
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